
平成１３年度厚生科学研究新興画再興感染症研究事業
犬の登録推進のための方策に関する研究

主任研究者g山田章雄国立感染症研究所獣医科学部

要約狂犬病予防法に基づく犬の登録をより徹底させるための具体的な方策について､各自治体関係機関へ
のアンケート調査を行った｡その結果､市町村と都道府県との密接な連携､犬飼養実態の的確な把握､動物病
院･ペットショップを活用した普及啓発の実施が重要であるとの意見が得られた｡犬の登録徹底に向け､国及
び各自治体は具体的な取組を進める必要があると考えられた。

(協力研究者:所属）
四宮勝之：東京都動物保護相談センター

ウ死亡届出等が未届けであるにもかかわら
ず、犬の所在が不明な原簿（以下「転居先
不明犬原簿」という｡）の取扱い方法につい
て
（ｱ）現状の取扱い方法について
（ｲ）原簿の整理方法に関する方策ついて
（ｳ）今後の登録頭数統計の集計方法につい
て

エ犬の登録制度の周知徹底の方策について
（７）現状の周知方法について
（ｲ）今後の方策について

(2 )調査期間
平成１３年１２月1７日から平成1４年１月１８日
まで
３調査の方法
全国動物管理関係事業所協議会事務局におい

て、別添「未登録犬等に関する調査票」を加入機
関に送付し、各機関において記入・返送し、事務
局で結果を集計した。

A .研究目的
我が国における犬の頭数については、これまで、
厚生科学研究（平成７年度）による犬の登録率に
関する調査及びペットフードエ業会による犬の
飼養頭数調査が行われており、それらの調査結果
によると、狂犬病予防法に基づく犬の登録頭数は
実際の犬の頭数よりも少ないとの指摘がなされ
ている。
■■■■■■■■■■

そこで、狂犬病予防法に基づく犬の登録頭数を
より徹底させるために、今般、所有者に登録を促
す方法等について、狂犬病予防業務を担当する全
国動物管理関係事業所協議会に加入している機
関に対し、アンケート調査を行い、その結果をも
とに具体的方策の検討を行った。

B .研究方法
１調査の対象
全国動物管理関係事業所協議会に加入する９
５機関を調査の対象とした。
２調査項目及び調査機関
(1)調査項目
本調査項目は下記のとおりである。
ア未登録犬の所在確認、登録指導（以下「掘

C.研究結果
調査票を送付･した９５機関の内、８５機関から
回答があり、その結果に基づいて集計を行った。
回収率は、８９．５％であった。

１未迩録犬の所在確認、登録指導について
(I)「掘り起こし」事業実施の有無り記こし」という。）方法について
通常の業務以外に、特別事業として「掘り起こ
し」を実施していた機関は、２４機関（回収巾に
占める割合：２８．２％）であった。
掘り起こしの具体的な内容は、地区世幣の個別
調査が最も多く１２機関（50％）であり、次いで
獣医師会への事業委託による個別指導の実施（５
樅関、２０．８％)、町内会等を通じたアンケート調

(7)「掘り起こし」事業実施の有無
(ｲ）「掘り起こし」のための新たな方法に

一ついて
■■■■■■■■■■

イ市町村と都道府県の連携方法について
（ｱ）連携の現状について
（ｲ）連携に関する問題点について
（ｳ）より良い連桃方法について
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２９の機関から具体的方策のアイデアについ
て回答があった。その中で、登録システムの共通
化による国及び各自治体間でのデータの共有化
がもっとも多い回答であり(回答数:12)、次いで
狂犬病発生時の訓練（シミュレーション）の実施、
市町村・都道府県間の事務分担の明確化（法や規
定の整備）などが次いで多く見られた。

査（３機関、１２.５%)などであった。
事業の効果については、個別訪問・獣医師会か
らの情報提供に基づき指導を実施したところ、当
該地区での登録率が５0%から９５．６%になったも
のや、登録数９，６６３頭から１３,０３７頭（前年比
34.9％増）となったとする回答があった。
(2)「掘り起こし」のための新たな方策
今後、未登録犬の「掘り起こしｊのための新た

な方策、有効な方法についてアンケートを行った
ところ、次のような回答を得た。
最も多く回答があったものは、動物病院、ペッ
トショップやJKC((社)ジャパンケンネルクラプ）
などの団体から情報提供を受けるというもので
あり(回答数28)、次いで、各世帯を個別訪問する

３転居先不明原簿の取扱いについて
(1)転居先不明原簿整理の実態
犬の原簿の整理法の実態についての回答をま
とめた結果、飼い主への通知が未達返送された場
合、当該飼い主が飼養する犬の原簿を何らかの形
で処理している（していた）機関は６１（71.8％）
であった。一方、法に規定されている届出等がな
い限り、処理しないとした機関が２４（28.2％）
あった。
一方、これら帳居先不明原簿の数が統計上どの

ように取り扱われているかについて調査したと
ころ、６３（74.1％）の機関でこれら不明原簿数
を登録数に加えて国へ報告しているとの回答を
得た。
このことから、統計上の犬の登録数は実際の登

録数より若干多く集計されている可能性が示唆
された。
(2)転居先不明原簿整理に関する意見等
転居先等が不明になった原簿は、法定の届出が
なくとも一定の年数が経過したものについては、
抹消できるようにするという意見が多く寄せら
れた（回答数:40)。また、一定年数は犬の寿命を
考慮し、１０年程度とするのが妥当とする意見が
最も多くあった。
これに次いで、住民基本台帳とリンクさせ、飼

い主の住民票の移動と同時に原簿を処理できる
システムの榊築するとの意見があった（回答
数:24)。
一方、法に罰則規定がある以上、法定届出がな
い限り、原簿を処理するべきではないとの意見も
少数見られた（回答数:2)。
(3)統計にあたっての集計方法について
統計にあたっての集計方法では、上記(2)と連
動して、原簿の抹消規定を設けたうえで、抹消後
は「死亡届」に準じて計上する（回答数:22)、あ
るいは、「転居先不明原簿数」を計上する欄を新

というものであった（回答数２１)。

２市町村と都道府県との連携について
都道府県の機関うち、３９機関(回答率83.0％〉
から回答があり、その結果について以下にまとめ
た。
(1)連携（定例会議等）の現状
回答があった３９都道府県の機関の内、３４の

機関（87.2％）で定例的な会議や研修会等を実施
している。定例会議の内容は、犬の蕊録状況、狂
犬病予防注射状況等の情報交換、狂犬病予防集合
注射の日程等に係る連絡調整などである。また、
５機関において、こうした定例会議とともに研修
会等を実施していた。
(2)市町村との連携を図るうえでの支障
２９の機関から具体的に支障となっている事

項（問題点）等に関する回答があった。最も多か
ったものは、市町村の間で狂犬病予防業務に対す
る意識の差があり、対応がまちまちであるという
内容である(回答数:19)。これは、市と町村では
犬の登録数に大きな差があること、また、市町村
の狂犬病予防担当部署では、狂犬病予防業務以外
の業務も担当していおり、狂犬病予防業務が占め
る割合が低いなどが影響しているものと考えら
れる。
また、未登録犬の飼い主に対する指導の主体に

ついて、市町村が行うのか、都道府県か等の明確
な規定がなく、予算措置等がしずらいなどの回答
が多く見られた(回答数:11)。
(3)よりよい連携に向けた方策
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ることが困難であり、特定の地域に限定して実施
されている現状もある。
２都道府県と市町村との連携について
狂犬病予防事業を適正に推進するためには、ま

ず、飼い主等に対する行政の働きかけが不可欠で
ある。
平成１２年４月より、犬の登録及び狂犬病予防
注射済票交付事務は市町村の事務となっている。
一方、狂犬病予防全般の推進は都道府県が担っ

ているが、この都道府県が種々の施策を実施する
にあたり、市町村が把握している犬の登録状況は
重要な情報であり、狂犬病予防を推進するうえで、
市町村と都道府県との相互の密接な連携は不可
欠な要因である。
今回の調査からは、こうした連携について、３
９の都道府県（回答数に占める割合：８７．２％）で
定例的な会議を実施するなど、一定の情報交換は
行われているが、飼い主指導などの実際の指導現
場において、即応的な連携・情報交換に若干の問
題点があると回答した都道府県が２９機関
（74.4％）あった。
こうした問題を改善し、都道府県と市町村が狂

犬病予防に関する共通認識の基に事業を推進す
るためには、それぞれの役割分担を明確にすると
ともに、それぞれの業務の役割を相互に理解し合
って事業を実施することが望まれるところであ
る。
このため、都道府県と市町村の役割分担は以下

のようなものとする必要がある。
(1)都道府県の事務：狂犬病予防全般の調整・
実施
ア各市町村との連絡調整（定例会議等の開
催）

イ飼い主への薙録・注射実施に係る指導
ウ狂犬病予防に関する苦情問い合わせへの
対応（専門的、広域的な事例）

エ獣医師会・ペットショップへの指導や協力
依頼

オ狂犬病発生時の措置
(2)市町村の事務：犬の登録動向の把握・適切
な情報提供
ア飼い主に対する制度等の普及啓発
イ登録・注射の事務
ウ登録データの都道府県への提供

たに設ける（回答数:7）等の意見があった。

４登録制度の周知徹底について
(1)現行の周知方法
現行の制度に係る周知方法で最も多かったも
のは、各自治体で発行している広報誌に制度の概
要や狂犬病予防集合注射の日程等を掲載すると
いうものであった（回答数:74)。
配布方法については、全戸配布を行うものから、

銀行､郵便局といった人が多く集まる場所(施設）
に広報誌を置き、配布するといった方法を採って
いるところが大半であった。
その他、近年のITの推進により、各自治体で
自己のホームページを開設するところが増えて
おり(回答数:32)、制度の周知についても、内容
をサイトにアップするなど、新たな周知方法が図
られている。
(2)効果的な周知方法に関するアイデア
周知方法については、ペットショップや動物病

院での周知徹底を望む意見が半数以上を占めた
(回答数:44)。このことは、一般の飼い主の多く
が、ペットショップで犬を購入していること、ま
た、犬の健康管理にあたっては開業獣医師との関
係が不可欠であることと関係しているものと思
われる。
また、次いで回答の多かったものは、政府公報

により狂犬病の危険性、わが国の狂犬病予防制度
の必要性について周知するというものであった
(回答数844)。厚生労働省においては、現在まで
に新聞等を通じて、各種の広報を行っているとこ
ろであるが、今後、TV等より効果的な普及啓発の
実施を望む声が多くあった。

D . 考 察
１未登録犬の所在確認、登録指導について
今回の調査において、未登録犬の所在碓認等を

行うには、各世帯への個別訪問が最も一般的、か
つ、有効な方法であると示唆された。
個別訪問等の事業実施の効果として、実施地区
の登録率が５０％から９５‘６％となったものや、登
録数が9,663頭から１３，０３７頭(前年比３４．９％増）
となったとする報告も見られた。
しかしながら、個別訪問には多くの人員・予算

を必要とすることから、管内全域で一斉に実施す
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ている状況の中で、飼い主が疾病予防のためのワ
クチン接種、治療等健康管理に注意をはらうよう
になってきており、犬の適正飼養における動物病
院の役割が重要となってきている。
今回の調査では、狂犬病予防事業の普及啓発に
おいても、こうした動物病院やペットショップ等
の施設を活用して実施することが最も効率的・効
果的な方法であるとする回答が多く見られた。
ペットショップで購入時に狂犬病予防制度の
説明を行い、動物病院では毎年の狂犬病予防注射
実施を通じた継続的なフォローアップを行うこ
とで、飼い主の制度への理解と遵守が履行される
ことが期待される。
今後は、こうした取組に向けて、国レベルでの
獣医師会や動物取扱業団体等への積極的な働き
かけが必要であり、各自治体にあっては、これま
での普及啓発事業に加え、これらの団体支部等へ
の周知、協力を図り、すべての飼い主が制度を遵
守し、より確実な狂犬病予防を実現していく必要
がある。

ェ登録、注射事務手続きに関する問い合わ
せ・苦情への対応

３適切な現状把握の推進（転居先不明原簿の処
理等）について
犬の登録制度は、常に犬の所在を把握するとと
もに、狂犬病発生時にはこの情報を元に迅速かつ

１

的確な対応を図ることを目的として実施されて
いる。このため、飼い主は犬の登録を行い、犬の
一

所在地等が変更された場合や死亡した際の届出
などが義務づけられている。
しかしながら、飼い主の一部には、転居等にと

もないこうした届出を行わず、その結果として、
当該登録原簿が処理されずに担当市町村に存続
するケースがほとんどの自治体で見受けられる
ことが今回の調査から明らかとなった。
こうした転居先不明原簿のように、実際の犬飼

義実態と異なる原簿が存続されていることは、狂
犬病発生時の的確な対応を妨げる要因ともなり
得る。
転居先不明原簿については、住民基本台帳との
照合、現地調査等により、できる限り飼い主の転
居先等を調査するべきであるが、ほとんどの市町
村担当部署がこの業務を専務的に行っているわ
けでないこと等を考えると、そのマンパワーには
おのずと限界があるものと考える。
したがって、転居先不明原簿については、可能

な限り蛎居先等の調査を行ったにもかかわらず、
いかようにも不明であったならば、犬の寿命を考
慮し一定期間原簿を保存するなどの措置を識じ
た後、処理する等の実態に則した事務処理も適正
な原簿の維持管理のためには必要なものと考え
る。

E . 結論
犬の登録の推進には、①都道府県と市町村との
業務連携②犬の登録の実態を反映させた原簿管
理方法の採用③ペットショップや動物病院を活
用した普及啓発の実施等の取組が必要である。

４効果的な普及啓発について
未登録犬の所在確認・登録指導にあっては、地

域世帯への個別訪問が有効な方法である。したが
って、都道府県と市町村は相互に連携を図りなが
ら、可能な限りこうした「掘り起こし事業」を実
施することが望まれる。
また、現在、多くの飼い主が犬を飼い始めるに

あたってペットショップ（ブリーダーを含む）な
どの動物取扱業から購入していると考えられる。
また、飼い犬が家族の一員として認識されてき
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